
1 

 

尼崎信用金庫との契約内容について 

 

みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社（以下、「当社」という。）と尼崎信用金庫(以下

「金融機関」という。)との間の電子決済等代行業に係る契約内容の一部を公表いたします。 

 

➢ サービス利用者に損害が生じた場合における当該損害についての金融機関と当社と

の賠償責任の分担に関する事項 

 

１． 当社は、本サービスに関して利用者に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明

し、本サービスに係る契約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、本サービ

スに係る契約に従い、利用者に生じた損害を賠償又は補償する。但し、当該損害が預

金等の不正払戻しに起因するものである場合、当社は、一般社団法人全国銀行協会が

公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し

合わせにおける補償の考え方に基づき、利用者に補償を行うものとする。 

２． 当社は、上記１．に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して 

賠償又は補償した場合であって、当該損害が専ら金融機関の責めに帰すべき事由によ 

るものであることを疎明したときは、当社が利用者に賠償又は補償した損害を金融機 

関に求償することができる。また、当社は、上記１．に基づき本サービスに関して利 

用者に生じた損害を利用者に対して賠償又は補償した場合であって、当該損害が金融 

機関及び当社双方の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、金 

融機関に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上金融機 

関と合意した額を求償することができる。 

３． 当社が上記１．に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を賠償又は補償した 

場合において、当該損害が、金融機関又は当社のいずれの責めにも帰すことができな 

い事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らか 

ではないときは、金融機関及び当社は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を 

行う。 

４． 金融機関は、本金融機関機能若しくは本金融機関機能連携に関して利用者に生じた損 

害を利用者に対して賠償若しくは補償した場合、又はやむを得ないと客観的かつ合理 

的な事由により判断して本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠 

償若しくは補償した場合、以下のとおり当社に求償できる。 

(1)  当該損害が専ら当社の責めに帰すべき事由によるものであることを金融機関が疎明し 

たときは、金融機関が利用者に賠償又は補償した損害を当社に求償することができる。 

(2) 当該損害が金融機関及び当社双方の責めに帰すべき事由によるものであることを金融機

関が疎明したときは、当社に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実

に協議の 上当社と合意した額を求償することができる。 
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(3) 当該損害が、金融機関又は当社のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じ

たとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、金

融機関及び当社は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行う。 

 

 

➢ 当社が取得したサービス利用者に関する情報の適正な取扱いおよび安全管理のため

に行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に金融機関が行うことができる措

置に関する事項 

 

１． 当社は、利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ本

サービスに係る契約に従って取り扱うものとする。 

２．当社は、本サービスに関し、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキン

グ、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するため

に必要なセキュリティ対策を、当社の費用と責任において行うものとする。 

３．当社は、金融機関の定める基準に従ったセキュリティを維持する。 

４．金融機関は、当社のセキュリティが金融機関の定める基準を満たさないと客観的かつ合

理的な事由により判断するときは当社に改善を求めることができ、合理的な期間内に改

善が十分になされていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、本金融機

関機能又は本金融機関機能連携を停止することができる。 

 

 

【参考:契約における文言の定義】 

1. 「本サービス」とは、当社が本金融機関機能を用いて利用者に対し提供する、電子決

済等代行業に該当するサービスをいう。 

2. 「本金融機関機能」とは、本サービスを利用する前提となる、金融機関提供のサービ

スのことをいう。 

3. 「本金融機関機能連携」とは、当社が本金融機関機能と本サービスを連携させること

をいう。 

4. 「利用者」とは、本サービス並びに本金融機関機能を利用することに同意した者であ

って、 当社が本サービスの利用を認め、かつ、金融機関が本金融機関機能の利用を

認めた者をいう。 

5. 「利用者情報」とは、当社が利用者の指図に基づき金融機関から取得した利用者に関

する情報をいう。 

以上 


